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水力発電に係る水利使用許可手続の簡素化について 

 

 

 昨今、再生可能エネルギーの導入促進が喫緊の課題となっており、水力はクリーンか

つ経済的なエネルギーとして、その活用が期待されている。 

このような状況の中、「規制改革実施計画」（平成２５年６月１４日閣議決定）におい

て、小水力発電に係る水利使用許可手続に関して、個別措置事項が決定されたところで

ある（別添）。 

国土交通省では、これまでも、水利使用許可手続の簡素化・円滑化に取り組んできた

ところであるが、更なる再生可能エネルギーの導入促進を図るため、より積極的に取り

組むことが求められている。 

ついては、下記のとおり通知するので、許可申請に対する審査等を行うに当たっては、

地域の実情に応じて、遺漏のないよう運用するとともに、河川事務所等の水利担当者に

対して周知徹底し、水利使用許可に係る審査の簡素化・円滑化を図ることとされたい。 
 
                                      記 

 

１ 設備容量に余裕のある水力発電における水利使用変更許可手続の簡素化につい

て 

  設備容量に余裕のある水力発電において最大取水量や最大使用水量を変更するた

めの水利使用許可の申請にあたっては、個別に判断する必要はあるが、河川法施行規

則（昭和４０年建設省令第７号）第４０条第２項において、「法第２３条（略）の許

可を受けた事項の変更の許可の申請にあつては、添付図書のうちその変更に関する事

項を記載したものを添付すれば足りる」こととしていることから、河川環境や河川使

用者への影響に変更がない場合、申請者に求める添付図書は変更に関する事項を記載

した図書にとどめること。 

 



 
 

２ 非かんがい期等における小水力発電のための新たな水利使用許可手続の簡素化

について 

（１） 取水予定地点付近において河川管理者等が調査した河川流量データや河川環境

データが存在する場合には、その調査結果を添付書類として活用できること。 
 
（２） 取水予定地点付近において河川管理者等が調査した河川流量データがない場合

であっても、取水予定地点を含む流域と地形、地質、降雨量などが類似している

近傍の流域（流域が重なる場合を含む。）の他の観測所等の河川流量データをも

とに水利使用状況から自然流量を算出した上で流域比換算により算出した河川

流量データを根拠とすることが可能であること。 
 
（３） 発電に伴う減水区間において、既に維持流量が設定され、既存の河川環境に係

る資料が存在する場合には、動植物や景観等の新たな河川環境調査は省略できる

こと。 

 

（４） 動植物に係る調査については、文献調査や聞き取り調査で代表種を選定するこ

とが可能であること。 

 

（５） 休止していた小水力発電を再開する場合については、河川流況、取水環境等を

踏まえた上で、動植物や景観等の新たな河川環境調査は省略できること。 
 
（６） 既許可の取水施設等を改築せずそのまま活用する場合においては、取水施設等

の構造図等の添付は不要とすること。 
 

３ 河川流量等の調査結果の提供について 
 小水力発電を促進するため、上記２の非かんがい期等における小水力発電のため

の新たな水利使用許可手続の簡素化措置にも役立てるよう、河川管理上必要な河川

流量や河川環境の調査を積極的に行い、地方整備局等に設置している小水力発電のプ

ロジェクト形成を支援する窓口を通じて、事業者の求めに応じて、調査結果を積極的

に提供すること。  
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水力発電に係る水利使用許可手続の簡素化について 

 

 

 昨今、再生可能エネルギーの導入促進が喫緊の課題となっており、水力はクリーンか

つ経済的なエネルギーとして、その活用が期待されている。 

このような状況の中、「規制改革実施計画」（平成２５年６月１４日閣議決定）におい

て、小水力発電に係る水利使用許可手続に関して、個別措置事項が決定されたところで

ある（別添）。 

国土交通省では、これまでも、水利使用許可手続の簡素化・円滑化に取り組んできた

ところであるが、更なる再生可能エネルギーの導入促進を図るため、より積極的に取り

組むことが求められている。 

ついては、下記のとおり通知するので、許可申請に対する審査等を行うに当たっては、

地域の実情に応じて、遺漏のないよう運用するとともに、貴地方公共団体の水利担当者

に対して周知徹底し、水利使用許可に係る審査の簡素化・円滑化を図るようお願いする。 
 
                                      記 

 

１ 設備容量に余裕のある水力発電における水利使用変更許可手続の簡素化につい

て 

  設備容量に余裕のある水力発電において最大取水量や最大使用水量を変更するた

めの水利使用許可の申請にあたっては、個別に判断する必要はあるが、河川法施行規

則（昭和４０年建設省令第７号）第４０条第２項において、「法第２３条（略）の許

可を受けた事項の変更の許可の申請にあつては、添付図書のうちその変更に関する事

項を記載したものを添付すれば足りる」こととしていることから、河川環境や河川使

用者への影響に変更がない場合、申請者に求める添付図書は変更に関する事項を記載

した図書にとどめること。 

 



 
 

２ 非かんがい期等における小水力発電のための新たな水利使用許可手続の簡素化

について 

（１） 取水予定地点付近において河川管理者等が調査した河川流量データや河川環境

データが存在する場合には、その調査結果を添付書類として活用できること。 
 
（２） 取水予定地点付近において河川管理者等が調査した河川流量データがない場合

であっても、取水予定地点を含む流域と地形、地質、降雨量などが類似している

近傍の流域（流域が重なる場合を含む。）の他の観測所等の河川流量データをも

とに水利使用状況から自然流量を算出した上で流域比換算により算出した河川

流量データを根拠とすることが可能であること。 
 
（３） 発電に伴う減水区間において、既に維持流量が設定され、既存の河川環境に係

る資料が存在する場合には、動植物や景観等の新たな河川環境調査は省略できる

こと。 

 

（４） 動植物に係る調査については、文献調査や聞き取り調査で代表種を選定するこ

とが可能であること。 

 

（５） 休止していた小水力発電を再開する場合については、河川流況、取水環境等を

踏まえた上で、動植物や景観等の新たな河川環境調査は省略できること。 
 
（６） 既許可の取水施設等を改築せずそのまま活用する場合においては、取水施設等

の構造図等の添付は不要とすること。 
 




